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り立っており、当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解する

のは勿論のこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを中長期的に

確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損

されることになります。 

当社は、





 

 4

の 16
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当社取締役会において本プランの発動をしない旨の決議がなされるまでの間、買
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④
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くなった場合 

(ii) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等によ

る買付等が下記
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いる場合等、公序良俗の観点から買付者等が当社の支配権を取得することが不

適切である場合 

 

(4) 
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することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定
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(6) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

本プランは、本定時株主総会において議案としてお諮りし、株主の皆様にご承認
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(iii) 
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当社は、以下の理由により、本プランは、当社株主の共同の利益を損なうもので

はなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えてお

ります。 

 
















